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――全法労協第２２回定期総会を開催―― 
 

全法労協は7月12～13日，奈良県奈良市

の奈良県文化会館において，第 22回定期総

会を開催し，13都道府県83名が参加しまし

た。 

総会は村井秀樹副議長の開会挨拶で始ま

り，総会議長に川端益恵さん（千葉県法律関

連労組）と長畑学さん（奈良法律事務員労組），

同書記に田村陽子さん（同）と植田圭子さん

（同），鈴木威信さん（大阪法律関連労組）

を選出し，議事に入りました。 

冒頭，幹事会を代表して挨拶に立った吉田

光範議長は，構造改革の強行のもとで格差社会と絶対的貧困が急速に拡大してきた実態を告発し，政治

の流れを国民本位に変えることが重要と訴えました。 

続いて，田辺作次事務局長が議案である「第21期の活動のまとめと第22期の活動方針案」と決算･

予算案について，報告・提案を行ったのをうけて，討論に入りました。 

1日目の全体討論では19名が発言（2～4㌻参照），2日目は約3時間に亙り4つの分散会に分かれて

討論を行いました（4～7㌻参照）。 

分散会終了後，総会は全体会を再開し，田辺事務局長が討論のまとめを行い，議案を全体の拍手で採

択しました。さらに，総会宣言と2つの特別決議（「人間らしく働くルールを確立し、ワーキングプア

をなくすため、労働者派遣法を派遣労働者保護法へ抜本改正することを求める決議」，「恒久派兵法に反

対し、平和憲法の完全実現を求める決議」）を採択しました。 

その後，第22期役員（7㌻参照）を選出

し，新役員を代表して吉田光範議長が決意

表明を行いました。総会は，松田龍治副議

長が閉会の挨拶を述べて，閉会しました。 

なお，総会には 5名の来賓が臨席され，

それぞれから激励と連帯の挨拶を受ける

ともに，5団体・個人からメッセージが寄

せられました。 

また，総会の開会に先立ち，6月16日死

去した全法労協元議長・関谷邦昭氏を悼み，

参加者全員で黙祷を捧げました。 
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全体討論（発言要旨） 

 

金川 陽子 さん（法律関係特許一般労組） 

憲法改悪阻止闘争本部を設置し，憲法問題の取り組みを行っている。フィールドワークとして，横須賀

基地見学ツアーを行い，第25条に関連して，宇都宮健児弁護士を講師に「貧困問題と憲法」を考える学習

会を開催した。宇都宮弁護士は「人間らしく生活を営む権利が奪われている。自らが勝ち取っていかなく

てはいけない」と強調された。 

 

土井 温史 さん（千葉県法律関連労組） 

アンケート対話活動の推進のため，組織部をたちあげた。従来は地裁本庁周辺のみの訪問活動だったが，

今回は船橋や津田沼地域等でも取り組んだ。司法書士事務所へもアンケートを郵送して協力を呼びかけた。 

 

鈴木 亮平 さん（全労連･全国一般神奈川地本 法律合同分会） 

アンケート活動は，直接訪問を基本として，昼休みに統一行動を4回行うなどして取り組んでいる。川

崎地域では，アンケートをきっかけに昼食会を開催することができ，参加者の半数以上が未組織で，これ

までつながりのなかった人だった。今後，裁判所書記官や法テラス職員等と関わりをもちながら対話を広

げたい。 

 

島 智穂子 さん（和歌山法律関連労組） 

今年結成 20周年を迎え，フランス料理店を貸し切って記念パーティーを開催した。アンケートは直接

訪問して，63通の回答を得た。昨年の弁護士会役員との懇談では、アンケートの取り組みに役員が興味を

示し、要請文書とともに全会員にアンケート結果が配布された。また，身分証明が発行された。 

 

矢部 雄久 さん（福岡法律関連労組） 

2008アンケートは，過去最高の198名の回答を得た。法律事務所については，組合員に何かしらの役割

を担ってもらって働きかけを行った。司法書士事務所については，県内の事務所に郵送で送付、司法書士

のみ抜粋の結果を添付した。弁護士会や地域の法律相談センター，法テラス，公証人役場，執行官室に対

しても取り組んだ。 

 

東 展世 さん（奈良法律事務員労組） 

8名の弁護士と事務員9名パート1名の法律事務所で「事務所分割」問題をめぐるたたかいが繰り広げ

られた。組合としては全員の雇用確保を目標にしてたたかい、結果として事務局の団結が強化された。事

務所全体の空気の通りがよくなり、意見交換がスムーズになった。 

 

宮本 博子 さん（千葉県法律関連労組） 

春闘アンケートにセクハラ問題で２名の声が寄せられたのが出発点となって，2006年5月，弁護士会の

交渉でセクハラ防止を取り上げた。セクハラはあってはならないこととして，セクハラ防止に関する規則

が制定され，弁護士会がチラシが配布、セクハラ相談員が配置された。組合でポスターを作成・掲示板に

掲示、組合もチラシを約400部メールボックスに配布した。 

 

戸田 直志 さん（大阪法律関連労組） 

大阪，東京などに事務所をおくローファームで，経営弁護士の対

立による独立騒動の中で，大阪事務所の2人の事務員が雇用の継続

や東京事務所との労働条件の格差の改善などを要求したところ，拒

否回答、大阪事務所の閉鎖、東京事務所への配転命令が一方的にメ

ールで通告された。７月4日にテレビ会議の形式で団体交渉を行っ

た。組合結成に対する報復ではない、誠実な対応をしたい，独立弁

護士の事務所での雇用の検討をすることを約束した。引き続き団交
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